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福
祉
系
の
通
所
介
護
に
も
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
維

持
等
加
算
にBarthel Index

を
導
入
し
た

専
門
的
視
点
が
盛
り
込
ま
れ
、
地
域
住
民

の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
意
識
が
高

ま
っ
て
い
る
時
代
で
す
。
医
療
系
の
介
護

老
人
保
健
施
設
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

の
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
必
然

的
で
あ
り
、
専
門
性
を
発
揮
す
る
好
機
と

さ
え
い
え
ま
す
。

　

在
宅
復
帰
・
在
宅
療
養
支
援
等
指
標
に

よ
り
、
介
護
老
人
保
健
施
設
の
約
90
％
（
約

３
９
０
０
施
設
）
が
基
本
報
酬
の
選
択
に

迫
ら
れ
ま
し
た
。

　

介
護
給
付
費
等
実
態
統
計（
図
表
）で
は
、

基
本
報
酬
の
利
用
者
数
は
、「
基
本
型
」
が

約
75
％
、「
在
宅
強
化
型
」
が
約
17
％
、
そ

　

２
０
１
７
年
の
介
護
保
険
法
改
正
で
、

介
護
老
人
保
健
施
設
は
「
在
宅
復
帰
・
在

宅
療
養
支
援
、
リ
ハ
ビ
リ
を
提
供
す
る
機

能
維
持
改
善
の
役
割
を
担
う
」
施
設
と
し

て
明
確
に
定
義
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
と
も
な
い
２
０
１
８
年
度
の
介

護
報
酬
改
定
で
は
、
10
項
目
か
ら
な
る
在

宅
復
帰
・
在
宅
療
養
支
援
等
指
標
（
以
下
、

指
標
）
の
総
合
計
点
数
に
よ
り
、
３
つ
の

基
本
報
酬
（
療
養
型
介
護
老
人
保
健
施
設

を
除
く
）
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
基
本
報
酬
の
上
乗
せ
加
算
と
し

て
、
在
宅
復
帰
・
在
宅
療
養
支
援
機
能
加

算
（
Ⅰ
）（
Ⅱ
）（
以
下
、加
算
）
が
設
け
ら
れ
、

従
来
以
上
に
実
績
を
重
視
す
る
報
酬
体
系

に
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

し
て
「
そ
の
他
型
」
が
約
８
％
、「
療
養
型
」

が
約
３
％
の
割
合
と
な
っ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
「
基
本
型
」
の
う
ち
約
38
・
９
％
が

加
算
Ⅰ
に
よ
り
「
加
算
型
」
に
、「
強
化
型
」

の
う
ち
約
61
・
９
％
が
加
算
Ⅱ
に
よ
り
「
超

強
化
型
」
を
算
定
し
て
い
ま
す
。
介
護
報

酬
改
定
前
か
ら
在
宅
強
化
型
を
算
定
し
て

い
た
施
設
の
多
く
は
、「
超
加
算
型
」
に
移

行
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

本
統
計
時
点
よ
り
、現
在
で
は
「
加
算
型
」

が
一
層
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
予
測
さ
れ

ま
す
。

　

改
定
前
後
の
事
業
利
益
は
、「
超
強
化
型
」

「
在
宅
強
化
型
」
は
「
増
収
」、「
基
本
型
」「
そ

の
他
型
」
は
「
減
収
」
の
施
設
割
合
が
多

い
結
果
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
加
算

株
式
会
社
川
原
経
営
総
合
セ
ン
タ
ー

経
営
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
部
門
　

シ
ニ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

田中  律子

基
本
型
等
算
定
状
況

収
益
へ
の
影
響
と
利
用
率

介
護
経
営
術

介
護
老
人
保
健
施
設
の

動
向
と
営
業

vol.37

激
動
生
き
抜
く

の

を

時
代

介
護
老
人
保
健
施
設
の
定
義
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❷
近
隣
施
設
の
増
加
に
よ
る
待
機
者
の
減
少

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
有
料
老
人

ホ
ー
ム
な
ど
の
整
備
状
況
が
、
需
要
の
増

加
速
度
を
超
え
て
行
わ
れ
た
影
響
に
よ
り

ま
す
。

❸
近
隣
施
設
の
営
業
強
化
に
よ
る
相
対
的

周
知
状
況
の
低
下

　

有
料
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
、
と
く
に
民
間

企
業
を
中
心
と
し
た
居
住
系
サ
ー
ビ
ス
は
、

営
業
力
を
生
命
線
と
と
ら
え
て
い
ま
す
。

営
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
相
対
的
に
印
象

が
薄
い
状
態
に
陥
り
ま
す
。

❹
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
、
回
復
期
病
棟
の
在

宅
復
帰
率
算
定
除
外
に
よ
る
紹
介
ル
ー
ト

の
縮
小

　

２
０
１
８
年
度
の
ダ
ブ
ル
改
定
に
よ
る
、

地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
や
回
復
期
病
棟
の
基

本
報
酬
算
定
で
、
在
宅
強
化
型
の
介
護
老

人
保
健
施
設
で
さ
え
在
宅
復
帰
か
ら
除
外

と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
影
響
で
、
医
療
機

関
側
か
ら
の
紹
介
ル
ー
ト
が
変
化
し
て
い

ま
す
。

❺
対
象
者
像
の
方
針
未
決
定
に
よ
る
現
場

対
応
の
停
滞

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
待
機
者
の
受

け
皿
と
し
て
、
長
期
療
養
の
利
用
者
が
中

心
と
な
っ
て
い
た
場
合
、
指
標
取
得
に
注

力
し
た
こ
と
に
よ
り
、
対
外
的
な
対
応
が

滞
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

❻
関
係
機
関
や
地
域
住
民
の
介
護
老
人
保

健
施
設
に
対
す
る
認
識
の
誤
り

　

メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
紹
介
さ
れ
る
特
別
養

型
」
は
、「
増
収
」「
減
収
」
が
分
散
傾
向

に
あ
り
、
減
収
要
因
の
筆
頭
に
利
用
率
低

下
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す※

。

　

利
用
率
低
下
は
、
次
の
点
が
要
因
と
し

て
想
定
さ
れ
ま
す
。

❶
在
宅
復
帰
率
、
ベ
ッ
ド
稼
働
率
の
指
標

へ
の
過
剰
対
応

　

在
宅
復
帰
率
と
ベ
ッ
ド
稼
働
率
の
指
標

に
注
力
し
す
ぎ
、
経
営
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ

た
状
態
に
あ
り
ま
す
。
在
宅
復
帰
率
は
、

看
取
り
へ
の
方
針
も
関
係
し
て
き
ま
す
。

護
老
人
ホ
ー
ム
や
有
料
老
人
ホ
ー
ム
と
比

較
し
て
、
地
元
住
民
や
関
係
機
関
に
と
っ

て
、
介
護
老
人
保
健
施
設
は
身
近
な
存
在

と
い
い
に
く
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
地
域

に
よ
っ
て
は
、「
高
い
」「
短
期
間
の
利
用
」

そ
し
て
「
制
約
が
多
い
」
な
ど
の
イ
メ
ー

ジ
が
定
着
し
て
い
る
場
合
さ
え
あ
り
ま
す
。

　

介
護
業
界
は
、
市
場
競
争
の
な
か
で
事

業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
介
護
事
業
に
お
い

て
営
業
は
、
今
や
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な

い
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

営
業
は
、
相
手
の
ニ
ー
ズ
に
合
致
し
た

内
容
を
い
か
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
、
実

感
を
も
っ
て
と
ら
え
て
も
ら
え
る
か
が
重

要
で
す
。
地
域
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
や
医

療
機
関
向
け
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に

関
す
る
講
習
会
の
開
催
な
ど
は
、
代
表
例

と
い
え
ま
す
。
施
設
自
ら
が
多
様
な
機
会

を
創
出
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
誌
、

参
加
し
た
際
の
冊
子
な
ど
複
合
的
な
媒
体

を
と
お
し
て
、
一
貫
性
の
あ
る
情
報
を
発

信
し
ま
す
。

　

営
業
活
動
は
、
対
外
的
な
取
り
組
み
だ

け
で
な
く
、
併
設
事
業
に
対
す
る
内
部
営

業
も
必
要
な
視
点
で
す
。
併
設
事
業
の
担

当
者
は
潜
在
顧
客
に
対
し
て
最
も
身
近
な

立
ち
位
置
に
い
ま
す
。
必
要
な
と
き
に
す

ぐ
思
い
出
せ
る
工
夫
が
必
要
で
す
。

　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
地
域
に
お
け
る

方
針
や
役
割
を
改
め
て
明
確
に
し
、
組
織

的
に
営
業
方
法
を
見
直
す
こ
と
を
推
奨
し

ま
す
。

※平成30年度介護報酬改定の影響に関するアンケート結果（詳細版）（平成30年11月
独立行政法人福祉医療機構経営サポートセンターリサーチグループ）

介護経営術
激動
生き抜く

の
を時代

図表　介護老人保健施設の算定回数の割合

※厚生労働省介護給付費等実態統計平成30年7月審査分より筆者加工

（Ⅰ） 基本型  68.0%

（Ⅰ） 在宅強化型  15.2%

（Ⅱ） 療養型  2.3%

（Ⅲ） 療養型  0.2%

（Ⅳ） その他型  7.1%

（Ⅰ） 基本型（ユニット型）  5.4%

（Ⅰ） 在宅強化型 （ユニット型）  1.1%

（Ⅱ） 療養型 （ユニット型）  0.2%

（Ⅲ） 療養型 （ユニット型）  0.0%

（Ⅳ） その他型 （ユニット型）  0.5%


